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交際費対策肌よう②

Q:当社は交際費が多いのが悩みのたれで

す。何かよい対策はありませんか。

J:法人税の改正により、6年4月1日以

後開始する事業年度から、交際費については

損金算入枠以内であっても、その支出した金

額の10％相当額は損金算入が認められなく

なりました。中小企業にとってはきびしい改

正といえます。上手な節税はないものでしよ

うか。

交際費に含まれない費用の中に、会議に際

して廷内又は通常会議を行う場所において通

常供与される曇食の程度を超えない飲食物等

の接待に要する費里があります。これなら会
議費となりますので、交際費から除かれます。

この昼食は、食堂やレストラン等で提供さ

れるランチでもよく、酒類もビール1本程度

であれば差し支えないでしょう。

また、この会議のなかには、来客との商談

や打合せ等も含まれていますので、これをう

まく活用することをお勧めします。得意先等

の接待はできるだけ商談や打合せを兼ねて、

少量の酒類を伴う程度の簡単な会食にするこ

とです。

そして、重要なポイントでの接待のみクラ

ブ等で行えば、交際費となる支出が少なくて

すみます。また、過度な接待が減って支出自

体も減少し、しかも会議費として損金に認め

られるので一石二鳥となります。

なお、高額なディナー等や、クラブや高級

レストラン等のような場所での接待は、当然

交際費になります。
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